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報
道
の
自
由
を
守
る
た
め
の
法
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

十
一
月
十
六
日
、
国
連
人
権
理
事
会
で
日
本
の
人
権
状
況
の
審
査
を
担
当
す
る
作
業
部
会
は
、
日
本
に
対
し
、
二
百
十
八
項

目
か
ら
な
る
勧
告
を
発
表
し
た
。

国
連
人
権
理
事
会
の
「
普
遍
的
定
期
審
査
」
で
は
、
国
連
加
盟
の
全
百
九
十
三
カ
国
の
人
権
状
況
が
定
期
的
に
審
査
さ
れ

る
。
日
本
に
対
し
て
、
二
〇
〇
八
年
五
月
に
初
め
て
実
施
さ
れ
、
今
回
が
三
回
目
に
な
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
勧
告
の
中

で
、
米
国
な
ど
加
盟
国
の
一
部
か
ら
日
本
の
報
道
の
自
由
に
関
す
る
問
題
が
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
。

勧
告
に
拘
束
力
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
重
く
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
五
日
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
国
連
総
会
第
三
委
員
会
に
お
い
て
、
日
本
お
よ

び
Ｅ
Ｕ
が
共
同
提
出
し
た
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、
外
務
大
臣
談
話
と
し
て
「
歓
迎
し
ま
す
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
「
本
年
の
決
議
が
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
採
択
さ
れ
た
こ
と

は
、
拉
致
問
題
を
始
め
と
す
る
、
北
朝
鮮
の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
の
国
際
社
会
の
強
い
懸
念
の
表
れ
で
す
」
と
明
示
さ
れ
て
い

る
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
報
告
さ
れ
た
日
本
の
人
権
状
況
に
対
す
る
勧
告
も
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
政
府
の
方
針
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一



一

当
該
勧
告
で
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
な
ど
で
萎
縮
が
指
摘
さ
れ
る
「
報
道
の
自
由
」
の
問
題
で
は
、
政
府
が
放
送
局
に
電

波
停
止
を
命
じ
る
根
拠
と
な
る
放
送
法
第
四
条
の
改
正
な
ど
を
求
め
る
意
見
を
盛
り
込
ん
で
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の

勧
告
を
受
け
て
政
府
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
、
放
送
法
な
ど
の
法
改
正
案
を
国
会
に
提
出
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
外
務
大
臣
談
話
と
し
て
「
歓
迎
し

ま
す
」
と
表
明
す
る
も
の
の
、
他
方
で
、
国
連
人
権
理
事
会
で
日
本
の
人
権
状
況
の
審
査
を
担
当
す
る
作
業
部
会
が
日
本
に

対
し
て
行
っ
た
二
百
十
八
項
目
か
ら
な
る
勧
告
に
対
す
る
何
ら
前
向
き
な
対
応
を
し
な
い
と
す
れ
ば
、
日
本
政
府
の
外
交
方

針
は
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


